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（余白） 



令和８年第２回筑紫野市議会定例会議案提案内容補足説明目次 

 

報告第 １号 専決処分の承認について（令和７年度筑紫野市一般会計補正予算 

       （第９号）） ----------------------------------------------  ５ 

報告第 ２号 専決処分の承認について（令和７年度筑紫野市水道事業会計補正 

       予算（第３号）） ------------------------------------------  ７ 

議案第 ２号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減 

       少及び規約の変更について ----------------------------------  ９ 

議案第 ３号 筑紫野市職員等の旅費に関する条例及び証人等の実費弁償に関す 

       る条例の一部を改正する条例の制定について ------------------ １３ 

議案第 ４号 筑紫野市犯罪被害者等支援条例の制定について ---------------- ２７ 

議案第 ５号 筑紫野市地域コミュニティ推進条例の一部を改正する条例の制定 

       について -------------------------------------------------- ２９ 

議案第 ６号 筑紫野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい 

       て -------------------------------------------------------- ３１ 

議案第 ７号 筑紫野市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について -- ４１ 

議案第 ８号 筑紫野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

       条例の一部を改正する条例の制定について -------------------- ４３ 

議案第 ９号 筑紫野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条 

       例の制定について ------------------------------------------ ４９ 

議案第１０号 筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例及び筑紫野市特別会 

       計条例の一部を改正する条例の制定について ------------------ ５１ 

議案第１１号 筑紫野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について ---- ５９ 

議案第１２号 筑紫野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

       定める条例の一部を改正する条例の制定について -------------- ６１ 
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議案第１３号 前畑遺跡保存活用計画策定委員会設置条例の制定について ------ ６３ 

議案第１４号 筑紫野市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

       て -------------------------------------------------------- ６５ 

議案第１５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について ---------------- ６７ 

議案第１６号 字の区域及び名称の変更について ---------------------------- ６９ 

議案第１７号 水道の給水協定に関する協議について ------------------------ ７１ 

議案第１８号 下水道の排水協定の変更に関する協議について ---------------- ７３ 

議案第１９号 令和７年度筑紫野市一般会計補正予算（第１０号）について ---- ７５ 

議案第２０号 令和７年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

       について -------------------------------------------------- ７７ 

議案第２１号 令和７年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）に 

       ついて ---------------------------------------------------- ７９ 

議案第２２号 令和７年度筑紫野市二日市財産区特別会計補正予算（第１号）に 

ついて ---------------------------------------------------- ８１ 

議案第２３号 令和７年度筑紫野市御笠財産区特別会計補正予算（第１号）につ 

いて ------------------------------------------------------ ８３ 

議案第２４号 令和７年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計補正予算（第１号） 

について -------------------------------------------------- ８５ 

議案第２５号 令和７年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第４号）について -- ８７ 

議案第２６号 令和７年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第３号）について- ８９ 
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  提案内容補足説明書 

報告番号 第１号 選挙管理委員会事務局 

議 案 名 専決処分の承認について（令和７年度筑紫野市一般会計補正 

     予算（第９号）） 

（ 説 明 ） 

  令和８年１月２３日（金）に衆議院が解散し、令和８年２月８日（日）に衆議院 

議員総選挙が執行されることとなりました。 

これに伴い、選挙執行に係る経費が必要となったことから、令和８年１月２３日 

（金）に専決処分を行った令和７年度筑紫野市一般会計補正予算（第９号）につい 

て承認をお願いするものです。 

 主な経費として、投開票に係る管理者及び立会人の報酬や事務従事者手当等の人件

費、選挙執行に係る委託料等、３３，０３８千円の補正増を行ったところです。 
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（余白） 
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  提案内容補足説明書 

報告番号 第２号 環境経済部 上下水道料金総務課 

議 案 名 専決処分の承認について（令和７年度筑紫野市水道事業会計 

     補正予算（第３号）） 

（ 説 明 ） 

 令和７年９月からの少雨傾向による渇水のため、夜間断水を行う可能性があり、そ

れに従事する職員の時間外勤務手当の人件費として２０，３４５千円が必要となるこ

とから、令和８年２月６日（金）に専決処分を行った令和７年度筑紫野市水道事業会

計補正予算（第３号）について承認をお願いするものです。 
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（余白） 

- 8 -



       提案内容補足説明書   （ＮＯ１） 
議案番号 第２号 企画政策部 人事課 

議 案 名 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数 

     の減少及び規約の変更について 

（ 説 明 ）  

本件は、福岡県市町村職員退職手当組合（以下「組合」といいます。）を組織する地 

方公共団体の数を減少させるとともに、組合規約を変更するために、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第２８６条第１項の規定により関係地方公共団体の協議を行い、

同法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものです。 

久留米市外三市町高等学校組合が令和８年３月３１日で解散することに伴い、組合

を脱退するため構成団体数が１減少し、また、令和８年４月１日に久留米広域市町村

圏事務組合の名称を変更するものです。 

【構成団体数】 

構成団体種別 R7年度 R8年度 

市 17 17 

町 23 23 

村 2 2 

一部事務組合 36 35 

広域連合 1 1 

合計 79 78 

【名称変更】 

（変更前）久留米広域市町村圏事務組合 → （変更後）久留米広域消防組合 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

別
表
第
1(
第
2条

関
係
) 

別
表
第
1(
第
2条

関
係
) 

（
略
）
 

糟
屋
郡

 
宇
美
町
，
篠
栗
町
，
志
免
町
，
須
恵
町
，
新
宮
町
，
粕

屋
町
，
久
山
町
，
糟
屋
郡
自
治
会
館
組
合
，
古
賀
高
等

学
校
組
合
，
糟
屋
郡
篠
栗
町
外
一
市
五
町
財
産
組
合
，

北
筑
昇
華
苑
組
合
，
粕
屋
南
部
消
防
組
合
，
粕
屋
北
部

消
防
組
合
，
須
恵
町
外
二
ヶ
町
清
掃
施
設
組
合

 

（
略
）
 

三
井
郡

 
大
刀
洗
町
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
，
両

筑
衛
生
施
設
組
合

 

（
略
）
 

そ
の
他

 
福
岡
県
市
町
村
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
組
合
，
福

岡
県
自
治
会
館
管
理
組
合
，
筑
紫
野
太
宰
府
消
防
組

合
，
春
日
・
大
野
城
・
那
珂
川
消
防
組
合
，
筑
紫
野
・

小
郡
・
基
山
清
掃
施
設
組
合
，
筑
慈
苑
施
設
組
合
，
福

岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合
，
う
き
は
久
留
米
環
境
施
設

組
合
，
玄
界
環
境
組
合
，
宗
像
地
区
事
務
組
合
，
柳
川

み
や
ま
土
木
組
合
，
有
明
生
活
環
境
施
設
組
合
，
久
留

（
略
）
 

粕
屋
郡

 
宇
美
町
，
篠
栗
町
，
志
免
町
，
須
恵
町
，
新
宮
町
，
粕

屋
町
，
久
山
町
，
粕
屋
郡
自
治
会
館
組
合
，
古
賀
高
等

学
校
組
合
，
粕
屋
郡
篠
栗
町
外
一
市
五
町
財
産
組
合
，

北
筑
昇
華
苑
組
合
，
粕
屋
南
部
消
防
組
合
，
粕
屋
北
部

消
防
組
合
，
須
恵
町
外
二
ヶ
町
清
掃
施
設
組
合

 

（
略
）
 

三
井
郡

 
大
刀
洗
町
，
久
留
米
市
外
三
市
町
高
等
学
校
組
合
，
両

筑
衛
生
施
設
組
合

 

（
略
）
 

そ
の
他

 
福
岡
県
市
町
村
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
組
合
，
福

岡
県
自
治
会
館
管
理
組
合
，
筑
紫
野
太
宰
府
消
防
組

合
，
春
日
・
大
野
城
・
那
珂
川
消
防
組
合
，
筑
紫
野
・

小
郡
・
基
山
清
掃
施
設
組
合
，
筑
慈
苑
施
設
組
合
，
福

岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合
，
う
き
は
久
留
米
環
境
施
設

組
合
，
玄
界
環
境
組
合
，
宗
像
地
区
事
務
組
合
，
柳
川

み
や
ま
土
木
組
合
，
有
明
生
活
環
境
施
設
組
合
，
久
留
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新
 

旧
 

米
広
域
消
防
組
合

 

 別
表
第
2(
第
5条

関
係
) 

選
挙
区
 

組
合
市

町
村
の

長
の
う

ち
か
ら

選
挙
す

べ
き
議

員
の
数
 

組
合
市

町
村
の

議
会
の

議
長
の

う
ち
か

ら
選
挙

す
べ
き

議
員
の

数
 

（
略
）
 

第
4

区
 

大
刀
洗
町

 
大
木
町

 
広
川
町

 
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

 
両
筑

衛
生
施
設
組
合

 
八
女
地
区
消
防
組
合

 

久
留
米
広
域
消
防
組
合

 

1
人

 
1
人

 

（
略
）
 

 
 

米
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合

 

 別
表
第
2(
第
5条

関
係
) 

選
挙
区
 

組
合
市

町
村
の

長
の
う

ち
か
ら

選
挙
す

べ
き
議

員
の
数
 

組
合
市

町
村
の

議
会
の

議
長
の

う
ち
か

ら
選
挙

す
べ
き

議
員
の

数
 

（
略
）
 

第
4

区
 

大
刀
洗
町

 
大
木
町

 
広
川
町

 
久
留

米
市
外
三
市
町
高
等
学
校
組
合

 
両
筑

衛
生
施
設
組
合

 
八
女
地
区
消
防
組
合

 

久
留
米
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合

 

1
人

 
1
人

 

（
略
）
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（余白） 
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          提案内容補足説明書     （ＮＯ１） 

議案番号 第３号 企画政策部 人事課 

議 案 名 筑紫野市職員等の旅費に関する条例及び証人等の実費弁償に 

     関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（ 説 明 ）  

交通体系の多様化、宿泊料金の変動等の社会経済情勢の変化に対応するため、令和７

年４月に国家公務員の旅費制度が改正されたことに伴い、本市職員等の旅費制度につい

ても、国家公務員の制度との均衡を踏まえ、その内容に準じた制度に見直しを行うため、

関係する条例の整備を行うものです。 

 

（主な改正内容） 

 １．筑紫野市職員等の旅費に関する条例 

（１）鉄道賃における新幹線等の利用の柔軟化 

 急行料金適用の距離要件を廃止し、公務のために必要な場合に支給する。 

 現行 改正後 

・普通急行列車運行路線 片道 50km以上 廃止 

・特別急行列車運行路線 

・座席指定料金 
片道 100km以上 廃止 

 

（２）旅費の種類の見直し及び日当の廃止 

【旅費の種目】 

 

 

現行 改正後 

種目 支給内容 種目 支給内容 

鉄道費 実費 鉄道費 実費 

船賃 実費 船賃 実費 

航空費 実費 航空費 実費 

車賃 実費 その他交通費 実費 

日当 
定額 

宿泊時 2,200円/日 
（廃止）  

宿泊料 
定額 

12,000 円/泊 
宿泊費 

上限つき実費 
（規則で定める） 

（新設）  包括宿泊費 
実費 
（パック旅行時の旅費種目） 

（新設）  宿泊手当 定額（規則で定める） 
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提案内容補足説明書 継紙   （ＮＯ２） 

 

 （３）旅費の返納に関する取り扱い 

条例や規則に基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の

支払いを受けた場合、当該旅費等を返納させなければならない。 

また、返納の方法として、給与又は旅費の額から旅費相当額を差し引くことがで

きるよう規定する。 

   

 ２．証人等の実費弁償に関する条例 

  日当の廃止に伴い、第２条第２項ただし書を削除するもの 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
(第

1条
関
係
) 

新
 

旧
 

目
次
 
 

第
1章

 
総
則
(第

1条
－
第
8条

) 

 
第
2章

 
内
国
旅
行
の
旅
費
(第

9条
－
第
15
条
) 

 
第
3章

 
外
国
旅
行
の
旅
費
(第

16
条
) 

 
第
4章

 
雑
則
(第

17
条
－
第
21
条
) 

 
附
則
 

 

(新
設
) 

(用
語
の
意
義
) 

(用
語
の
意
義
) 

第
2条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
2条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
) 

職
員
等
 
地
方
公
務
員
法
(昭

和
25
年
法
律
第
26
1号

。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
)第

3条
に
定
め
る
特
別
職
及
び
一
般
職
に
属
す
る
職
員
並
び
に

職
員
以
外
で
筑
紫
野
市
(以

下
「
市
」
と
い
う
。
)の

機
関
が
依
頼
し
た
者

を
い
う
。
 

(1
) 

職
員
等
 
地
方
公
務
員
法
(昭

和
25
年
法
律
第
26
1号

。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
)第

3条
に
定
め
る
特
別
職
及
び
一
般
職
に
属
す
る
職
員
並
び
に

職
員
以
外
で
市
の
機
関
が
依
頼
し
た
者
を
い
う
。
 

(2
)～

(6
) 

(略
) 

(2
)～

(6
) 

(略
) 

(7
) 

旅
行
役
務
提
供
者
 
旅
行
業
者
(旅

行
業
法
(昭

和
27
年
法
律
第
23
9

号
)第

6条
の
4第

1項
に
規
定
す
る
旅
行
業
者
を
い
う
。
)そ

の
他
の
規
則

で
定
め
る
者
(以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旅
行
業
者
等
」
と
い
う
。
)で

あ

っ
て
、
市
と
旅
行
役
務
提
供
契
約
(旅

行
業
者
等
が
市
に
対
し
て
旅
行
に

係
る
役
務
を
旅
行
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
約
し
、
か
つ
、
市
が
当
該
旅
行

業
者
等
に
対
し
て
当
該
旅
行
に
係
る
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
支
払
う
こ

と
を
約
す
る
契
約
を
い
う
。
次
条
第
7項

に
お
い
て
同
じ
。
)を

締
結
し
た
 

(新
設
) 
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新
 

旧
 

も
の
を
い
う
。
 

 

 

(旅
費
の
支
給
) 

(旅
費
の
支
給
) 

第
3条

 
職
員
等
が
旅
行
し
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
等
に
対
し
、
旅
費
を
支

給
す
る
。
 

第
3条

 
職
員
等
が
出
張
し
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
等
に
対
し
、
旅
費
を
支

給
す
る
。
 

2 
職
員
等
又
は
遺
族
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
旅
費
を
支
給
す
る
。
 

2 
職
員
等
又
は
遺
族
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号

に
掲
げ
る
者
に
対
し
旅
費
を
支
給
す
る
。
 

(1
)・

(2
) 

(略
) 

(1
)・

(2
) 

(略
) 

3・
4 

(略
) 

3・
4 

(略
) 

5 
第
1項

、
第
2項

及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
者
が
、
次
条
第
3項

の
規
定
に
よ
り
旅
行
命
令
又
は
旅
行
依
頼
(以

下

「
旅
行
命
令
等
」
と
い
う
。
)の

変
更
(取

消
し
を
含
む
。
同
項
及
び
同
条
第

4項
並
び
に
第
5条

に
お
い
て
同
じ
。
)を

受
け
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
そ
の

他
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
旅
行
の
た
め
既
に
支
出
し
た
金
額
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
金
額
の
う
ち
そ
の
者
の
損
失
と
な
る
金
額
又
は
支
出
を
要

す
る
金
額
で
、
規
則
で
定
め
る
も
の
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

5 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
者
が
、
そ
の
出
発
前
に
旅
行
命
令
又
は
旅
行
依
頼
(以

下
「
旅
行
命

令
等
」
と
い
う
。
)を

変
更
(取

消
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)さ

れ
た
場
合
に

お
い
て
当
該
旅
行
の
た
め
既
に
支
出
し
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額

の
う
ち
そ
の
者
の
損
失
と
な
っ
た
金
額
で
、
規
則
で
定
め
る
も
の
を
旅
費
と

し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

6 
第
1項

、
第
2項

及
び
第
4項

の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
者
が
、
旅
行
中
交
通
機
関
等
の
事
故
又
は
天
災
そ
の
他
の
事
情
に
よ

り
概
算
払
を
受
け
た
旅
費
額
(概

算
払
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
は
概
算
払

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
旅
費
額
に
相
当
す
る
額
)の

全
部
又
は
一
部
を
喪

失
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
喪
失
し
た
旅
費
額
の
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
も

の
を
旅
費
と
し
て
＿
＿
＿
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

6 
第
1項

、
第
2項

及
び
第
4項

の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
者
が
、
旅
行
中
交
通
機
関
等
の
事
故
又
は
天
災
そ
の
他
の
事
情
に
よ

り
概
算
払
を
受
け
た
旅
費
額
(概

算
払
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
は
概
算
払

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
旅
費
額
に
相
当
す
る
額
)の

全
部
又
は
一
部
を
喪

失
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
喪
失
し
た
旅
費
額
の
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
も

の
を
旅
費
と
し
て
こ
れ
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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7 
第
1項

、
第
2項

、
第
4項

及
び
第
5項

に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
市
が

旅
行
役
務
提
供
契
約
に
基
づ
き
旅
行
役
務
提
供
者
に
支
払
う
べ
き
金
額
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
旅
費
の
支
給
に
代
え

て
、
当
該
旅
行
役
務
提
供
者
に
対
し
、
当
該
金
額
を
旅
費
に
相
当
す
る
も
の

と
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

(新
設
) 

 

(旅
行
命
令
) 

(旅
行
命
令
) 

第
4条

 
(略

) 
第
4条

 
(略

) 

2 
(略

) 
2 

(略
) 

3 
旅
行
命
令
権
者
は
、
既
に
発
し
た
旅
行
命
令
等
の
変
更
を
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
自
ら
又
は
次
条
第
1項

若
し
く
は
第
2項

の
規
定
に

よ
る
旅
行
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
そ
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
旅
行
命
令
権
者
は
、
既
に
発
し
た
旅
行
命
令
等
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
に
は
、
自
ら
又
は
次
条
第
1項

若
し
く
は
第
2項

の
規
定
に
よ

る
旅
行
者
の
申
請
に
基
づ
き
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
そ
の
変
更
を
す
る
に
は

旅
行
命
令
簿
に
当
該
旅
行
に
関
す
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
、
当
該
事

項
を
当
該
旅
行
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
旅
行
命
令
簿

に
当
該
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
す
る
暇
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
 

4 
旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
に
は

旅
行
命
令
簿
に
当
該
旅
行
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
し
、
こ
れ
を
当
該
旅
行
者

に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
旅
行
命
令
簿
に
当
該
旅
行
に
関

す
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
提
示
す
る
暇
が
な
い
場
合
に
は
口
頭
に
よ
り

旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

5 
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
旅
行
命
令
簿
に
記
載
又
は
記
録
を
し
な
か

っ
た
場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
旅
行
命
令
簿
に
同
項
に
定
め
る
事

項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

5 
旅
行
命
令
権
者
は
、
口
頭
に
よ
り
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
変
更
し
た

場
合
に
は
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
旅
行
命
令
簿
に
当
該
旅
行
に
関
す
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
当
該
旅
行
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

6 
(略

) 

 

6 
(略

) 

 

(旅
行
命
令
に
従
わ
な
い
旅
行
) 

(旅
行
命
令
に
従
わ
な
い
旅
行
) 
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第
5条

 
旅
行
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

に
よ
り
旅
行
命
令
等
(前

条
第
3項

の
規
定
に
よ
り
変
更
を
受
け
た
旅
行
命
令

等
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)に

従
っ
て
、
旅
行
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
場
合
に
は
あ
ら
か
じ
め
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等
の
変
更

の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
5条

 
旅
行
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

に
よ
り
旅
行
命
令
等
(前

条
第
3項

の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
旅
行
命
令
等

を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
)に

従
っ
て
、
旅
行
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
場
合
に
は
あ
ら
か
じ
め
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申

請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2・
3 

(略
) 

 

2・
3 

(略
) 

 

(旅
費
の
種
類
) 

(旅
費
の
種
類
) 

第
6条

 
旅
費
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿

泊
費
、
包
括
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
と
す
る
。
 

 

第
6条

 
旅
費
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
日
当
及
び
宿

泊
料
と
す
る
。
 

 

(鉄
道
賃
) 

(鉄
道
賃
) 

第
9条

 
鉄
道
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
(以

下
こ
の
条
に

お
い
て
「
運
賃
」
と
い
う
。
)、

急
行
料
金
及
び
座
席
指
定
料
金
並
び
に
寝

台
料
金
並
び
に
こ
れ
ら
の
費
用
に
付
随
す
る
費
用
に
よ
る
。
 

第
9条

 
鉄
道
賃
は
、
鉄
道
旅
行
に
つ
い
て
路
程
に
応
じ
旅
客
運
賃
、
急
行
料

金
及
び
座
席
指
定
料
金
を
支
給
す
る
。
 

 

(1
) 

乗
車
に
要
す
る
運
賃
 

 

(2
) 

急
行
料
金
を
徴
す
る
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に

は
、
前
号
に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
、
急
行
料
金
 

 

(3
) 

座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
客
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
を
す

る
場
合
に
は
、
第
1号

に
規
定
す
る
運
賃
及
び
前
号
に
規
定
す
る
急
行
料

金
の
ほ
か
、
座
席
指
定
料
金
 

 

(4
) 

寝
台
料
金
を
徴
す
る
客
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
を
す
る
場

合
に
は
、
第
1号

に
規
定
す
る
運
賃
、
第
2号

に
規
定
す
る
急
行
料
金
及
び
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前
号
に
規
定
す
る
座
席
指
定
料
金
の
ほ
か
、
寝
台
料
金
 

 

(5
) 

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用
 

 

2 
前
項
第
2号

に
規
定
す
る
急
行
料
金
及
び
同
項
第
3号

に
規
定
す
る
座
席
指

定
料
金
は
、
旅
行
命
令
等
に
従
っ
た
場
合
に
特
別
急
行
列
車
又
は
普
通
急
行

列
車
を
実
際
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
り
、
支
給
す
る
。
 

2 
急
行
料
金
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
支
給
す
る
。
 

 
(1
) 

普
通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道
50
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
場
合
 

 
(2
) 

特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道
10
0キ

ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
場
合
 

 
3 

座
席
指
定
料
金
は
、
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道
10
0

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合
に
限
り
支
給
す
る
。
 

 

(船
賃
) 

(船
賃
) 

第
10
条
 
船
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
(は

し
け
賃
及
び

桟
橋
賃
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
賃
」
と
い
う
。
)及

び
寝
台

料
金
並
び
に
座
席
指
定
料
金
並
び
に
こ
れ
ら
の
費
用
に
付
随
す
る
費
用
に
よ

る
。
 

第
10
条
 
船
賃
の
額
は
、
現
に
支
払
っ
た
旅
客
運
賃
に
よ
る
。
 

(1
) 

運
賃
の
等
級
を
3階

級
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、

中
級
の
運
賃
 

 

(2
) 

運
賃
の
等
級
を
2階

級
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、

上
級
の
運
賃
 

 

(3
) 

運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
そ
の
乗

船
に
要
す
る
運
賃
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(4
) 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
別
に
寝
台
料
金
を
必
要
と
し
た
場
合
に
は
、

前
3号

に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
、
現
に
支
払
っ
た
寝
台
料
金
 

 

(5
) 

座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
船
舶
を
運
行
す
る
航
路
に
よ
る
旅
行
を
す

る
場
合
に
は
、
前
各
号
に
規
定
す
る
運
賃
及
び
料
金
の
ほ
か
、
座
席
指
定

料
金
 

 

(6
) 

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用
 

 

 

 

(航
空
賃
) 

(航
空
賃
) 

第
11
条
 
航
空
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
及
び
座
席
指
定

料
金
並
び
に
こ
れ
ら
の
費
用
に
付
随
す
る
費
用
に
よ
る
。
 

第
11
条
 
航
空
賃
の
額
は
、
現
に
支
払
っ
た
旅
客
運
賃
に
よ
る
。
 

(1
) 

搭
乗
に
要
す
る
運
賃
 

 

(2
)
 
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
場
合
に
は
、
前
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
ほ

か
、
座
席
指
定
料
金
 

  

(3
) 

前
2号

に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用
 

 

2 
前
項
第
1号

に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た

航
空
機
に
よ
り
移
動
す
る
場
合
に
は
、
最
下
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
。
 

 

  

(そ
の
他
の
交
通
費
) 

(車
賃
) 
 

第
12
条
 
そ
の
他
の
交
通
費
は
、
鉄
道
、
船
舶
及
び
航
空
機
以
外
を
利
用
す
る

移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
(第

2号
及
び
第

3号
に
掲
げ
る
費
用
は
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
)の

額
の
合
計
額
と
す
る
。
 

第
12
条
 
車
賃
の
額
は
、
現
に
支
払
っ
た
実
費
額
と
す
る
。
 

 

(1
) 

道
路
運
送
法
(昭

和
26
年
法
律
第
18
3号

)第
3条

第
1号

イ
に
掲
げ
る
一
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新
 

旧
 

般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
(路

線
を
定
め
て
定
期
に
運
行
す
る
自
動

車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
)の

用
に
供
す
る
自

動
車
(外

国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)を

利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃
 

 

(2
) 

道
路
運
送
法
第
3条

第
1号

ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
(外

国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
)そ

の
他
の
旅
客
を
運
送
す
る
交
通
手
段
(前

号
に
規

定
す
る
自
動
車
を
除
く
。
)を

利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃
 

 

(3
) 

前
2号

に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用
 

 

 

 

(宿
泊
費
) 

(日
当
及
び
宿
泊
料
) 

第
13
条
 
宿
泊
費
の
額
は
、
宿
泊
先
の
区
分
に
応
じ
た
規
則
に
定
め
る
基
準
額

の
範
囲
内
の
実
費
額
に
よ
る
。
 

第
13
条
 
職
員
等
(非

常
勤
特
別
職
の
職
員
を
除
く
。
)に

支
給
す
る
日
当
及
び

宿
泊
料
の
額
は
、
別
表
第
1の

定
額
に
よ
る
。
 

2
 
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
前
項
の
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
宿
泊
に
要
し
た
実
費
額
を
支
給
す
る
。
 

 

3 
宿
泊
費
は
、
水
路
旅
行
及
び
航
空
旅
行
に
つ
い
て
は
、
公
務
上
又
は
天
災

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
上
陸
し
、
又
は
着
陸
し
て
宿
泊
し
た
場

合
に
限
り
、
支
給
す
る
。
 

 

  

(包
括
宿
泊
費
) 

(新
設
) 

第
13
条
の
2 

包
括
宿
泊
費
は
、
移
動
及
び
宿
泊
に
対
す
る
一
体
の
対
価
と
し

て
支
払
わ
れ
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
当
該
移
動
に
係
る
第
9条

か
ら
第

12
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
費
用
及
び
当
該
宿
泊
に
係
る
宿
泊
費
基
準
額
の
合
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新
 

旧
 

計
額
と
す
る
。
 

 

 

(宿
泊
手
当
) 

(新
設
) 

第
13
条
の
3 

宿
泊
手
当
は
、
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に
必
要
な
諸
雑
費
に
充
て
る

た
め
の
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
規
則
に
定
め
る
1夜

当
た
り
の
定
額
と
す

る
。
 

 

  

 
(費

用
弁
償
) 

 
(新

設
) 

第
14
条
 
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
太
宰
府
市
又
は
那
珂
川
市
(以

下
「
筑
紫
地
区
」
と
い
う
。
)に

居
住
す
る
非
常
勤
特
別
職
の
職
員
に
支
給

す
る
費
用
弁
償
の
額
は
、
規
則
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
14
条
 
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
太
宰
府
市
又
は
那
珂
川
市
(以

下
「
筑
紫
地
区
」
と
い
う
。
)に

居
住
す
る
非
常
勤
特
別
職
の
職
員
に
支
給

す
る
費
用
弁
償
の
額
は
、
別
表
第
2の

定
額
に
よ
る
。
 

2 
筑
紫
地
区
以
外
の
市
町
村
に
居
住
す
る
非
常
勤
特
別
職
の
職
員
に
支
給
す

る
費
用
弁
償
の
額
は
、
第
9条

か
ら
第
12
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
し
て
算
出

し
た
金
額
と
同
一
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

2 
筑
紫
地
区
以
外
の
市
町
村
に
居
住
す
る
非
常
勤
特
別
職
の
職
員
に
支
給
す

る
費
用
弁
償
の
額
は
、
第
9条

か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
し
て
算
出
し

た
金
額
と
同
一
と
す
る
。
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

(旅
費
の
支
給
額
の
上
限
) 

(新
設
) 

第
17
条
 
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
に
係
る
旅
費
の
支

給
額
は
、
第
9条

第
1項

各
号
、
第
10
条
各
号
、
第
11
条
第
1項

各
号
及
び
第

12
条
各
号
に
掲
げ
る
各
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
各
条
及
び
第
7条

の
規
定
に

よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
っ
た
額
を
比
較
し
、
当
該
各
費
用
ご
と
の
い

ず
れ
か
少
な
い
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。
 

2 
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
に
係
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
当
該
各
種
目
に
つ
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新
 

旧
 

い
て
第
7条

並
び
に
第
13
条
及
び
第
13
条
の
2の

規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と

現
に
支
払
っ
た
額
を
比
較
し
、
当
該
各
種
目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を

合
計
し
た
額
と
す
る
。
 

 

  

(随
行
旅
費
) 

(新
設
) 

第
18
条
 
職
員
等
が
筑
紫
野
市
長
、
筑
紫
野
市
副
市
長
、
筑
紫
野
市
教
育
委
員

会
教
育
長
、
筑
紫
野
市
議
会
議
員
、
地
方
自
治
法
(昭

和
22
年
法
律
第
67
号
)

第
18
0条

の
5に

規
定
す
る
委
員
会
の
委
員
又
は
そ
の
他
の
委
員
に
随
行
し
た

場
合
は
、
当
該
職
員
等
に
対
し
、
被
随
行
者
と
同
額
の
旅
費
を
支
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

 

  

(旅
費
の
調
整
) 

(旅
費
の
調
整
) 

第
19
条
 
任
命
権
者
は
、
旅
行
者
が
市
以
外
の
者
か
ら
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
 
第
17
条
 
任
命
権
者
は
、
旅
行
者
が
公
用
の
交
通
機
関
、
宿
泊
施
設
等
を
利
用
 

場
合
そ
の
他
＿
＿
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
又
は
＿
＿
旅
行
の

性
質
上
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
を
支
給
し
た
場
合
に
は
、
不
当
に
旅

行
の
実
績
を
超
え
た
旅
費
又
は
通
常
必
要
と
し
な
い
旅
費
を
支
給
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
の
旅
費
又

は
そ
の
必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

し
て
旅
行
し
た
場
合
そ
の
他
当
該
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
又

は
当
該
旅
行
の
性
質
上
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
を
支
給
し
た
場
合
に

は
、
不
当
に
旅
行
の
実
績
を
超
え
た
旅
費
又
は
通
常
必
要
と
し
な
い
旅
費
を

支
給
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る

部
分
の
旅
費
又
は
そ
の
必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
。
 

2 
(略

) 

 

2 
(略

) 

 

(旅
費
の
返
納
) 

第
20
条
 
旅
費
の
支
出
を
す
る
者
(以

下
「
支
出
命
令
権
者
」
と
い
う
。
)は

、
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(新
設
) 
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新
 

旧
 

 
旅
行
者
又
は
旅
行
役
務
提
供
者
が
こ
の
条
例
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
の
規
 
 
 
 
 
 
 

 
定
に
違
反
し
て
旅
費
の
支
給
又
は
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
た
 
 

 
場
合
に
は
、
当
該
旅
費
又
は
当
該
金
額
を
返
納
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

2 
旅
行
者
が
こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
て

旅
費
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
は
、
支
出
命
令
権
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る

返
納
に
代
え
て
、
当
該
支
出
命
令
権
者
が
そ
の
後
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し

支
出
し
、
又
は
支
払
う
給
与
又
は
旅
費
の
額
か
ら
、
当
該
旅
費
に
相
当
す
る

金
額
を
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

3 
前
項
に
規
定
す
る
給
与
の
種
類
は
、
筑
紫
野
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
(昭

和
32
年
筑
紫
野
町
条
例
第
11
号
)第

3条
に
規
定
す
る
も
の
と
同
等
と

す
る
。
 

 

  

(委
任
) 

(委
任
) 

第
21
条
 
(略

) 

 

第
18
条
 
(略

) 

 

(削
る
) 

別
表
第
1(
第
13
条
関
係
) 

 
区
分
 

日
当
 

宿
泊
料
 

職
員
等

(
非
常

勤
特
別
職
を
除

く
。
) 

宿
泊
を
伴
う
も
の
 
2,
20
0円

 
12
,0
00
円
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新
 

旧
 

(削
る
) 

別
表
第
2(
第
14
条
関
係
) 

      

区
分
 

日
当
 

宿
泊
料
 

非
常
勤
特
別

職
 

宿
泊
を
伴
わ
な
い
も
の
 
1,
50
0円

 

12
,0
00
円
 

宿
泊
を
伴
う
も
の
 
2,
20
0円
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証
人
等
の
実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
(第

2条
関
係
) 

新
 

旧
 

(実
費
弁
償
) 

(実
費
弁
償
) 

第
2条

 
(略

) 
第
2条

 
(略

) 

2 
前
項
の
旅
費
は
、
筑
紫
野
市
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
(平

成
3年

筑

紫
野
市
条
例
第
37
号
)に

規
定
す
る
特
別
職
の
旅
費
の
額
と
す
る
。
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

2 
前
項
の
旅
費
は
、
筑
紫
野
市
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
(平

成
3年

筑

紫
野
市
条
例
第
37
号
)
に
規
定
す
る
特
別
職
の
旅
費
の
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
筑
紫
野
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
で
本
市
内
の
場
所
に
出
頭
し
、
又

は
参
加
し
た
者
に
は
、
日
当
の
み
を
支
給
す
る
。
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       提案内容補足説明書   （ＮＯ１） 

議案番号 第４号 総務部 危機管理課 

議 案 名 筑紫野市犯罪被害者等支援条例の制定について 

（ 説 明 ） 

犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号）の趣旨に基づき、犯罪被害者等の支

援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図ること

を目的に本条例を制定するものです。 

主な内容としましては、基本理念として市の犯罪被害者支援への取り組み姿勢を

示すとともに、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよ

う、相談及び情報の提供、日常生活の支援や経済的負担の軽減を図るために必要な

事項等について定めるものです。 
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（余白） 
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       提案内容補足説明書   （ＮＯ１） 
議案番号 第５号 市民生活部 コミュニティ推進課 

議 案 名 筑紫野市地域コミュニティ推進条例の一部を改正する条例の 

     制定について 

（ 説 明 ） 

本件は、令和８年３月３１日をもって二日市コミュニティ運営協議会が解散し、令

和８年４月１日より二日市わがまち協議会、二日市北コミュニティ協議会、天拝ふる

さと協議会が設立されることに伴い、条例の別表において規定する団体の区域に変更

が生じるため、条例の一部を改正するものです。 

改正内容は、次のとおりです。 

 

二日市コミュニ

ティ運営協議会 

都府楼団地・杉塚・塔原・六反・本町・入舟・宮田

町・京町・曙町・松ヶ浦・中央・栄町・昭和・鳥居・

次田・大門・大坪・湯町・武蔵・上古賀・天拝坂 

 

 

二日市わがまち

協議会 

六反・本町・入舟・中央・栄町・昭和・鳥居・次田・

大坪・湯町・武蔵・上古賀 

二日市北コミュ

ニティ協議会 

宮田町・京町・曙町・松ヶ浦 

天拝ふるさと協

議会 

都府楼団地・杉塚・塔原・大門・天拝坂 

 

新旧対照表：別紙のとおり 

 

現

行 

改

正

後 
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筑
紫
野
市
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

別
表
(第

2条
関
係
) 

別
表
(第

2条
関
係
) 

団
体
の
名
称
 

団
体
の
区
域
(行

政
区
名
) 

二
日
市
わ
が
ま
ち

協
議
会
 

六
反
・
本
町
・
入
舟
・
中
央
・
栄
町
・
昭
和
・
鳥

居
・
次
田
・
大
坪
・
湯
町
・
武
蔵
・
上
古
賀
 

二
日
市
北
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
協
議
会
 

宮
田
町
・
京
町
・
曙
町
・
松
ヶ
浦
 

天
拝
ふ
る
さ
と
協

議
会
 

都
府
楼
団
地
・
杉
塚
・
塔
原
・
大
門
・
天
拝
坂
 

二
日
市
東
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
運
営
協
議

会
 

紫
・
天
神
・
東
町
・
旭
町
・
東
新
町
・
紫
ヶ
丘
・
俗

明
院
・
石
崎
・
針
摺
・
針
摺
東
・
若
葉
団
地
・
中
原

団
地
・
朝
倉
街
道
団
地
 

（
略
）
 

 
 

団
体
の
名
称
 

団
体
の
区
域
(行

政
区
名
) 

二
日
市
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
運
営
協
議
会
 

都
府
楼
団
地
・
杉
塚
・
塔
原
・
六
反
・
本
町
・
入

舟
・
宮
田
町
・
京
町
・
曙
町
・
松
ヶ
浦
・
中
央
・
栄

町
・
昭
和
・
鳥
居
・
次
田
・
大
門
・
大
坪
・
湯
町
・

武
蔵
・
上
古
賀
・
天
拝
坂
 

二
日
市
東
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
運
営
協
議

会
 

紫
・
天
神
・
東
町
・
旭
町
・
東
新
町
・
紫
ヶ
丘
・
俗

明
院
・
石
崎
・
針
摺
・
針
摺
東
・
若
葉
団
地
・
中
原

団
地
・
朝
倉
街
道
団
地
 

（
略
）
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 提案内容補足説明書 

議案番号 第６号 市民生活部 国保年金課 

議 案 名 筑紫野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

（ 説 明 ）  

今回の条例改正は、筑紫野市国民健康保険税の税率等を改定するものです。 

国民健康保険事業の財政運営は県単位で運営されており、人口減少に伴う被保険者数

の減少や医療の高度・先進化による一人当たり医療費の上昇を見越したさらなる安定し

た基盤づくりのため、県下一律での国民健康保険税率の導入に向けた取り組みが進めら

れています。 

このような中、本市における国民健康保険事業の安定的な運営を図っていくため、福

岡県が算出した令和８年度国民健康保険標準保険税率にのっとり筑紫野市国民健康保

険税の税率等を改定するものです。 

 

（ 改正内容 ） 

医療給付分：所得割 6.83％を 7.12％に、均等割額 28,100円を 30,863円に、 

平等割額 25,900円を 27,901円に改正する。 

後期高齢者支援金分：所得割 2.80％を 2.56％に、均等割額 12,300円を 11,836円に、 

平等割額 10,700円を 10,095円に改正する。 

介護納付金分：所得割 2.43％を 2.30％に、均等割額 18,000円を 17,546円に 

改正する。 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
) 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額
) 

第
4条

 
前
条
第
2項

の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得

に
係
る
地
方
税
法
(昭

和
25
年
法
律
第
22
6号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)第

31
4条

の
2第

1項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

か
ら
同
条
第
2項

の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林

所
得
金
額
の
合
計
額
(以

下
に
お
い
て
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」

と
い
う
。
)に

10
0分

の
7.
12
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

第
4条

 
前
条
第
2項

の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得

に
係
る
地
方
税
法
(昭

和
25
年
法
律
第
22
6号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)第

31
4条

の
2第

1項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

か
ら
同
条
第
2項

の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林

所
得
金
額
の
合
計
額
(以

下
に
お
い
て
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」

と
い
う
。
)に

10
0分

の
6.
83
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

2 
(略

) 

 

2 
(略

) 

 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
) 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
) 

第
5条

 
第
3条

第
2項

の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
1人

に
つ
い
て

30
,8
63
円
と
す
る
。
 

 

第
5条

 
第
3条

第
2項

の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
1人

に
つ
い
て

28
,1
00
円
と
す
る
。
 

 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
) 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
) 

第
6条

 
第
3条

第
2項

の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
6条

 
第
3条

第
2項

の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(1
) 

特
定
世
帯
(特

定
同
一
世
帯
所
属
者
(国

民
健
康
保
険
法
第
6条

第
8号

の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格

を
喪
失
し
た
日
の
前
日
以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
)と

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯

で
あ
っ
て
同
日
の
属
す
る
月
(以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
月
」
と
い

う
。
)以

後
5年

を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
(当

該
世
帯
に
他

(1
) 

特
定
世
帯
(特

定
同
一
世
帯
所
属
者
(国

民
健
康
保
険
法
第
6条

第
8号

の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格

を
喪
失
し
た
日
の
前
日
以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
)と

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯

で
あ
っ
て
同
日
の
属
す
る
月
(以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
月
」
と
い

う
。
)以

後
5年

を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
(当

該
世
帯
に
他
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新
 

旧
 

の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
)を

い
う
。
次
号
、
第
7条

の
3及

び
第
22
条
第
1項

に
お
い
て
同
じ
。
)及

び
特
定
継
続
世
帯
(特

定
同
一
世

帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て

特
定
月
以
後
5年

を
経
過
す
る
月
の
翌
月
か
ら
特
定
月
以
後
8年

を
経
過
す

る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
(当

該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場

合
に
限
る
。
)を

い
う
。
第
3号

、
第
7条

の
3及

び
第
22
条
第
1項

に
お
い

て
同
じ
。
)以

外
の
世
帯
 
27
,9
01
円
 

の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
)を

い
う
。
次
号
、
第
7条

の
3及

び
第
22
条
第
1項

に
お
い
て
同
じ
。
)及

び
特
定
継
続
世
帯
(特

定
同
一
世

帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て

特
定
月
以
後
5年

を
経
過
す
る
月
の
翌
月
か
ら
特
定
月
以
後
8年

を
経
過
す

る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
(当

該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場

合
に
限
る
。
)を

い
う
。
第
3号

、
第
7条

の
3及

び
第
22
条
第
1項

に
お
い

て
同
じ
。
)以

外
の
世
帯
 
25
,9
00
円
 

(2
) 

特
定
世
帯
 
13
,9
50
円
 

(2
) 

特
定
世
帯
 
12
,9
50
円
 

(3
) 

特
定
継
続
世
帯
 
20
,9
25
円
 

 

(3
) 

特
定
継
続
世
帯
 
19
,4
25
円
 

 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
所

得
割
額
) 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
所

得
割
額
) 

第
7条

 
第
3条

第
3項

の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
10
0

分
の
2.
56
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

 

第
7条

 
第
3条

第
3項

の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
10
0

分
の
2.
80
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
) 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
) 

第
7条

の
2 

第
3条

第
3項

の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
1人

に
つ
い

て
11
,8
36
円
と
す
る
。
 

 

第
7条

の
2 

第
3条

第
3項

の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
1人

に
つ
い

て
12
,3
00
円
と
す
る
。
 

 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世

帯
別
平
等
割
額
) 

(国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世

帯
別
平
等
割
額
) 

第
7条

の
3 

第
3条

第
3項

の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯

第
7条

の
3 

第
3条

第
3項

の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
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新
 

旧
 

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(1
) 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
10
,0
95
円
 

(1
) 

特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
10
,7
00
円
 

(2
) 

特
定
世
帯
 
5,
04
7円

 
(2
) 

特
定
世
帯
 
5,
35
0円

 

(3
) 

特
定
継
続
世
帯
 
7,
57
1円

 

 

(3
) 

特
定
継
続
世
帯
 
8,
02
5円

 

 

(介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
) 

(介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
) 

第
8条

 
第
3条

第
4項

の
所
得
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る

基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
10
0分

の
2.
30
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

 

第
8条

 
第
3条

第
4項

の
所
得
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る

基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
10
0分

の
2.
43
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

 

(介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
) 

(介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
) 

第
8条

の
2 

第
3条

第
4項

の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保

険
者
1人

に
つ
い
て
17
,5
46
円
と
す
る
。
 

 

第
8条

の
2 

第
3条

第
4項

の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保

険
者
1人

に
つ
い
て
18
,0
00
円
と
す
る
。
 

 

(国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
) 

(国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
) 

第
22
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者

に
対
し
て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
3条

第
2項

本
文
の
基
礎
課

税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
(当

該
減
額
し
て
得

た
額
が
66
0,
00
0円

を
超
え
る
場
合
に
は
、
66
0,
00
0円

)、
同
条
第
3項

本
文

の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て

得
た
額

(
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
26
0,
00
0
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

26
0,
00
0円

)並
び
に
同
条
第
4項

本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
に
掲

げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
(当

該
減
額
し
て
得
た
額
が
17
0,
00
0円

を
超
え

る
場
合
に
は
、
17
0,
00
0円

)の
合
算
額
と
す
る
。
 

第
22
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者

に
対
し
て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
3条

第
2項

本
文
の
基
礎
課

税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
(当

該
減
額
し
て
得

た
額
が
66
0,
00
0円

を
超
え
る
場
合
に
は
、
66
0,
00
0円

)、
同
条
第
3項

本
文

の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て

得
た
額
(
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
26
0,
00
0
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

26
0,
00
0円

)並
び
に
同
条
第
4項

本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
に
掲

げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
(当

該
減
額
し
て
得
た
額
が
17
0,
00
0円

を
超
え

る
場
合
に
は
、
17
0,
00
0円

)の
合
算
額
と
す
る
。
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旧
 

(1
) 

法
第
70
3条

の
5第

1項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額

の
合
算
額
が
、
43
0,
00
0円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得

を
有
す
る
者
(前

年
中
に
法
第
70
3条

の
5第

1項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額

に
係
る
所
得
税
法
(昭

和
40
年
法
律
第
33
号
)第

28
条
第
1項

に
規
定
す
る

給
与
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
3項

に
規
定
す
る
給
与
所
得
控
除
額
の
控
除

を
受
け
た
者
(同

条
第
1項

に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
55
0,
00
0

円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
)を

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)の

数
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
(前

年
中
に
法
第
70
3条

の

5第
1項

に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
35
条
第
3項

に
規

定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
4項

に
規
定
す
る
公

的
年
金
等
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
(年

齢
65
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て

は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
60
0,
00
0円

を
超
え
る
者
に
限
り
、

年
齢
65
歳
以
上
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

1,
10
0,
00
0円

を
超
え
る
者
に
限
る
。
)を

い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者

を
除
く
。
)の

数
の
合
計
数
(以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の

数
」
と
い
う
。
)が

2以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
43
0,
00
0円

に
当
該
給

与
所
得
者
等
の
数
か
ら
1を

減
じ
た
数
に
10
0,
00
0円

を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
加
算
し
た
金
額
)を

超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
 

(1
) 

法
第
70
3条

の
5第

1項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額

の
合
算
額
が
、
43
0,
00
0円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得

を
有
す
る
者
(前

年
中
に
法
第
70
3条

の
5第

1項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額

に
係
る
所
得
税
法
(昭

和
40
年
法
律
第
33
号
)第

28
条
第
1項

に
規
定
す
る

給
与
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
3項

に
規
定
す
る
給
与
所
得
控
除
額
の
控
除

を
受
け
た
者
(同

条
第
1項

に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
55
0,
00
0

円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
)を

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)の

数
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
(前

年
中
に
法
第
70
3条

の

5第
1項

に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
35
条
第
3項

に
規

定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
4項

に
規
定
す
る
公

的
年
金
等
控
除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
(年

齢
65
歳
未
満
の
者
に
あ
っ
て

は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
60
0,
00
0円

を
超
え
る
者
に
限
り
、

年
齢
65
歳
以
上
の
者
に
あ
っ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

1,
10
0,
00
0円

を
超
え
る
者
に
限
る
。
)を

い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者

を
除
く
。
)の

数
の
合
計
数
(以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の

数
」
と
い
う
。
)が

2以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
43
0,
00
0円

に
当
該
給

与
所
得
者
等
の
数
か
ら
1を

減
じ
た
数
に
10
0,
00
0円

を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
加
算
し
た
金
額
)を

超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
 

被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
) 

被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
) 

1人
に
つ
い
て
 
21
,6
05
円
 

1人
に
つ
い
て
 
19
,6
70
円
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新
 

旧
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割

額
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割

額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

（
ｱ）

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
19
,5
31
円
 

（
ｱ）

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
18
,1
30
円
 

（
ｲ）

 
特
定
世
帯
 
9,
76
5円

 
（
ｲ）

 
特
定
世
帯
 
9,
06
5円

 

（
ｳ）

 
特
定
継
続
世
帯
 
14
,6
48
円
 

（
ｳ）

 
特
定
継
続
世
帯
 
13
,5
98
円
 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
被
保
険
者
均
等
割
額
 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
被
保
険
者
均
等
割
額
 

被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
) 

被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
) 

1人
に
つ
い
て
 
8,
28
6円

 
1人

に
つ
い
て
 
8,
61
0円

 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
世
帯
別
平
等
割
額
 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
世
帯
別
平
等
割
額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

（
ｱ）

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
7,
06
7円

 
（
ｱ）

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
7,
49
0円

 

（
ｲ）

 
特
定
世
帯
 
3,
53
3円

 
（
ｲ）

 
特
定
世
帯
 
3,
74
5円

 

（
ｳ）

 
特
定
継
続
世
帯
 
5,
30
0円

 
（
ｳ）

 
特
定
継
続
世
帯
 
5,
61
8円

 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 

介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を

除
く
。
) 

介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を

除
く
。
) 

1人
に
つ
い
て
 
12
,2
83
円
 

1人
に
つ
い
て
 
12
,6
00
円
 

(2
) 

法
第
70
3条

の
5第

1項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額

の
合
算
額
が
、
43
0,
00
0円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得

(2
) 

法
第
70
3条

の
5第

1項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額

の
合
算
額
が
、
43
0,
00
0円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
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旧
 

者
等
の
数
が
2以

上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
43
0,
00
0円

に
当
該
給
与
所
得

者
等
の
数
か
ら
1を

減
じ
た
数
に
10
0,
00
0円

を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算

し
た

金
額

)
に

被
保

険
者

及
び

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
1
人

に
つ

き

30
5,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
(前

号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
) 

者
等
の
数
が
2以

上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
43
0,
00
0円

に
当
該
給
与
所
得

者
等
の
数
か
ら
1を

減
じ
た
数
に
10
0,
00
0円

を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算

し
た

金
額

)
に

被
保

険
者

及
び

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
1
人

に
つ

き

30
5,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
(前

号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
) 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
 

被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
) 

被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
) 

1人
に
つ
い
て
 
15
,4
32
円
 

1人
に
つ
い
て
 
14
,0
50
円
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割

額
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割

額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

（
ｱ）

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
13
,9
51
円
 

（
ｱ）

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
12
,9
50
円
 

（
ｲ）

 
特
定
世
帯
 
6,
97
5円

 
（
ｲ）

 
特
定
世
帯
 
6,
47
5円

 

（
ｳ）

 
特
定
継
続
世
帯
 
10
,4
63
円
 

（
ｳ）

 
特
定
継
続
世
帯
 
9,
71
3円

_ 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
被
保
険
者
均
等
割
額
 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
被
保
険
者
均
等
割
額
 

被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
) 

被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
) 

1人
に
つ
い
て
 
5,
91
8円

 
1人

に
つ
い
て
 
6,
15
0円

 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
世
帯
別
平
等
割
額
 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
世
帯
別
平
等
割
額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

（
ｱ）

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
5,
04
8円

 
（
ｱ）

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
5,
35
0円

 

- 37 -



新
 

旧
 

（
ｲ）

 
特
定
世
帯
 
2,
52
4円

 
（
ｲ）

 
特
定
世
帯
 
2,
67
5円

 

（
ｳ）

 
特
定
継
続
世
帯
 
3,
78
6円

 
（
ｳ）

 
特
定
継
続
世
帯
 
4,
01
3円

 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 

介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を

除
く
。
) 

介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を

除
く
。
) 

1人
に
つ
い
て
 
8,
77
3円

 
1人

に
つ
い
て
 
9,
00
0円

 

(3
) 

法
第
70
3条

の
5第

1項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額

の
合
算
額
が
、
43
0,
00
0円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得

者
等
の
数
が
2以

上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
43
0,
00
0円

に
当
該
給
与
所
得

者
等
の
数
か
ら
1を

減
じ
た
数
に
10
0,
00
0円

を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算

し
た

金
額

)
に

被
保

険
者

及
び

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
1
人

に
つ

き

56
0,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
(前

2号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
) 

(3
) 

法
第
70
3条

の
5第

1項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額

の
合
算
額
が
、
43
0,
00
0円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得

者
等
の
数
が
2以

上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
43
0,
00
0円

に
当
該
給
与
所
得

者
等
の
数
か
ら
1を

減
じ
た
数
に
10
0,
00
0円

を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算

し
た

金
額

)
に

被
保

険
者

及
び

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
1
人

に
つ

き

56
0,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
(前

2号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
) 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
 

被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
) 

被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
) 

1人
に
つ
い
て
 
6,
17
3円

 
1人

に
つ
い
て
 
5,
62
0円

 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割

額
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割

額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

（
ｱ）

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
5,
58
1円

 
（
ｱ）

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
5,
18
0円

 

（
ｲ）

 
特
定
世
帯
 
2,
79
0円

 
（
ｲ）

 
特
定
世
帯
 
2,
59
0円
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新
 

旧
 

（
ｳ）

 
特
定
継
続
世
帯
 
4,
18
5円

 
（
ｳ）

 
特
定
継
続
世
帯
 
3,
88
5円

 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
被
保
険
者
均
等
割
額
 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
被
保
険
者
均
等
割
額
 

被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
) 

被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
) 

1人
に
つ
い
て
 
2,
36
8円

 
1人

に
つ
い
て
 
2,
46
0円

 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
世
帯
別
平
等
割
額
 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
世
帯
別
平
等
割
額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

（
ｱ）

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
2,
01
9円

 
（
ｱ）

 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
2,
14
0円

 

（
ｲ）

 
特
定
世
帯
 
1,
01
0円

 
（
ｲ）

 
特
定
世
帯
 
1,
07
0円

 

（
ｳ）

 
特
定
継
続
世
帯
 
1,
51
5円

 
（
ｳ）

 
特
定
継
続
世
帯
 
1,
60
5円

 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 

介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を

除
く
。
) 

介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
(第

2条
第
2項

に
規
定
す
る
世
帯
主
を

除
く
。
) 

1人
に
つ
い
て
 
3,
51
0円

 
1人

に
つ
い
て
 
3,
60
0円

 

2 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
6歳

に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
3月

31
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
(以

下
「
未
就
学
児
」
と
い

う
。
)が

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険

者
均
等
割
額
(当

該
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
属
す
る
未
就
学
児
に
つ
き
算
定

し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
(前

項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
)に

限
る
。
)

は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

2 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
6歳

に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
3月

31
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
(以

下
「
未
就
学
児
」
と
い

う
。
)が

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険

者
均
等
割
額
(当

該
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
属
す
る
未
就
学
児
に
つ
き
算
定

し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
(前

項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
)に

限
る
。
)

は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
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新
 

旧
 

(1
) 

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
 

(1
) 

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
1人

に
つ
い

て
次
に
定
め
る
額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
1人

に
つ
い

て
次
に
定
め
る
額
 

ア
 
前
項
第
1号

ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
4,
62
9円

 
ア
 
前
項
第
1号

ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
4,
21
5円

 

イ
 
前
項
第
2号

ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
7,
71
6円

 
イ
 
前
項
第
2号

ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
7,
02
5円

 

ウ
 
前
項
第
3号

ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
12
,3
45
円
 

ウ
 
前
項
第
3号

ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
11
,2
40
円
 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
15
,4
32
円
 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
14
,0
50
円
 

(2
) 

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
被
保
険
者
均
等
割
額
 

(2
) 

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
被
保
険
者
均
等
割
額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
1人

に
つ
い

て
次
に
定
め
る
額
 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
1人

に
つ
い

て
次
に
定
め
る
額
 

ア
 
前
項
第
1号

ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
1,
77
5円

 
ア
 
前
項
第
1号

ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
1,
84
5円

 

イ
 
前
項
第
2号

ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
2,
95
9円

 
イ
 
前
項
第
2号

ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
3,
07
5円

 

ウ
 
前
項
第
3号

ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
4,
73
4円

 
ウ
 
前
項
第
3号

ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
4,
92
0円

 

エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
5,
91
8円

 
エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
6,
15
0円

 

3 
(略

) 

 

3 
(略

) 
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 提案内容補足説明書     

議案番号 第７号 こども部 こども政策課 

議 案 名 筑紫野市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

令和６年６月１２日に公布された、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律

（令和6年法律第47号）により、新たな通園給付として「乳児等通園支援事業（こども

誰でも通園制度）」が創設され、令和８年４月１日から全国の自治体で実施されます。 

このことに伴い、筑紫野市の公立保育所で事業を実施するにあたり事業について規

定するため、筑紫野市保育所設置条例の一部を改正するものです。 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
保
育
所
設
置
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(入
所
) 

(入
所
) 

第
3条

 
保
育
所
に
入
所
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。
 

第
3条

 
保
育
所
に
入
所
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(2
) 

緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
法
第
28
条
第
1項

第
1号

に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
保
育
所
に
お
い
て
保
育
を
受
け
る
必
要
が
あ
る

と
筑
紫
野
市
長
(以

下
「
市
長
」
と
い
う
。
)が

認
め
た
者
 

(2
) 

緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
法
第
28
条
第
1項

第
1号

に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
保
育
所
に
お
い
て
保
育
を
受
け
る
必
要
が
あ
る

と
市
長
が
認
め
た
者
 

(3
) 

(略
) 

 

(3
) 

(略
) 

 

(乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
実
施
) 

(新
設
) 

第
5条

 
市
長
は
、
規
則
に
定
め
る
保
育
所
に
お
い
て
、
児
童
福
祉
法
第
6条

の

3第
23
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

  

(乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
利
用
料
) 

(新
設
) 

第
6
条
 
市
長
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
利
用
す
る
児
童
の
保
護
者
か

ら
、
規
則
に
定
め
る
額
を
利
用
料
と
し
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
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 提案内容補足説明書     

議案番号 第８号 こども部 こども政策課 

議 案 名 筑紫野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を 

     定める条例の一部を改正する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）により児童福祉法（昭

和22年法律第164号）が改正されたことに伴い、国家戦略特別区域法（平成25年法律第

107号）に基づく国家戦略特別区域内に限り認められている地域限定保育士制度を一般

制度化する改正が行われたこと及び家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準（平

成26年厚生労働省令第61号）の一部が改正されたことに伴い、当分の間、保育所等に

おける保育士配置について、特例的運用が可能とされた為、筑紫野市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。 

改正内容は、次のとおりです。 

・家庭的保育事業等を実施する保育施設等に置かなければならないとされている「保

育士」について、「地域限定保育士」に関する規定を追加 

・家庭的保育事業等を実施する保育施設等に置かなければならないとされている「保

育士」について、①朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特

例、②幼稚園教諭及び小学校教諭並びに養護教諭の活用に係る特例、③保育所にお

ける保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例を運用することを可能

とする規定の追加 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(職
員
) 

(職
員
) 

第
23
条
 
(略

) 
第
23
条
 
(略

) 

2 
家
庭
的
保
育
者
(法

第
6条

の
3第

9項
第
1号

に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
)は

、
市
長
が
行
う
研
修
(市

長
が
指
定
す
る
福
岡
県
知

事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
)を

修
了
し
た
保
育
士
(福

岡
県
の

区
域
に
係
る
法
第
18
条
の
29
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
)又

は
保
育
士
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
市
長
が
認
め
る
者
で

あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
家
庭
的
保
育
者
(法

第
6条

の
3第

9項
第
1号

に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
)は

、
市
長
が
行
う
研
修
(市

長
が
指
定
す
る
福
岡
県
知

事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
)を

修
了
し
た
保
育
士
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
又

は
保
育
士
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
市
長
が
認
め
る
者
で

あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
)・

(2
) 

(略
) 

(1
)・

(2
) 

(略
) 

3 
(略

) 

 

3 
(略

) 

 

(職
員
) 

(職
員
) 

第
29
条
 
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
は
、
保
育
士
(福

岡
県
の
区
域
に
係
る

法
第
18
条
の
29
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
)、

嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
又
は
第
16
条

第
1項

の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業

所
Ａ
型
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
29
条
 
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
は
、
保
育
士
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
又
は
第
16
条

第
1項

の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業

所
Ａ
型
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

2・
3 

(略
) 

 

2・
3 

(略
) 

 

(職
員
) 

(職
員
) 

第
31
条
 
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
を
行
う
事
業
所
(以

下
「
小
規
模
保
育
事
業
 
第
31
条
 
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
を
行
う
事
業
所
(以

下
「
小
規
模
保
育
事
業
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旧
 

所
Ｂ
型
」
と
い
う
。
)に

は
、
保
育
士
(福

岡
県
の
区
域
に
係
る
法
第
18
条
の

29
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
)そ

の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
長
が
行
う
研
修
(市

長
が
指

定
す
る
福
岡
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
)を

修
了
し
た

者
(以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と
い
う
。
)、

嘱
託
医
及
び
調

理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す

る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
又
は
第
16
条
第
1項

の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設

か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を

置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

所
Ｂ
型
」
と
い
う
。
)に

は
、
保
育
士
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
 
 そ

の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
長
が
行
う
研
修
(市

長
が
指

定
す
る
福
岡
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
)を

修
了
し
た

者
(以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と
い
う
。
)、

嘱
託
医
及
び
調

理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す

る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
又
は
第
16
条
第
1項

の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設

か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を

置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

2・
3 

(略
) 

 

2・
3 

(略
) 

 

(職
員
) 

(職
員
) 

第
44
条
 
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
は
、
保
育
士
(福

岡
県
の
区
域

に
係
る
法
第
18
条
の
29
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
)
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事

業
所
又
は
第
16
条
第
1項

の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る

保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と

が
で
き
る
。
 

第
44
条
 
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
は
、
保
育
士
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事

業
所
又
は
第
16
条
第
1項

の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る

保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と

が
で
き
る
。
 

2・
3 

(略
) 

 

2・
3 

(略
) 

 

(職
員
) 

(職
員
) 

第
47
条
 
事
業
所
内
保
育
事
業
(利

用
定
員
が
19
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。
以
 
第
47
条
 
事
業
所
内
保
育
事
業
(利

用
定
員
が
19
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。
以
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下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
」
と
い

う
。
)を

行
う
事
業
所
(以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業

所
内
保
育
事
業
所
」
と
い
う
。
)に

は
、
保
育
士
(福

岡
県
の
区
域
に
係
る
法

第
18
条
の
29
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
)そ

の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
長
が
行
う
研
修
(市

長

が
指
定
す
る
福
岡
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
)を

修
了

し
た
者
(以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と
い
う
。
)、

嘱
託
医
及

び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委

託
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
又
は
第
16
条
第
1項

の
規
定
に
よ

り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ

っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
」
と
い

う
。
)を

行
う
事
業
所
(以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業

所
内
保
育
事
業
所
」
と
い
う
。
)に

は
、
保
育
士
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
長
が
行
う
研
修
(市

長

が
指
定
す
る
福
岡
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
)を

修
了

し
た
者
(以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と
い
う
。
)、

嘱
託
医
及

び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委

託
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
又
は
第
16
条
第
1項

の
規
定
に
よ

り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ

っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

2・
3 

(略
) 

 

2・
3 

(略
) 

 

附
 
則
 

附
 
則
 

(小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
及
び
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員

配
置
に
係
る
特
例
) 

(新
設
) 

第
6条

 
保
育
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
(子

ど

も
・
子
育
て
支
援
法
第
27
条
第
1項

の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
)又

は

家
庭
的
保
育
事
業
等
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
第
29
条

第
2項

各
号
又
は
第
44
条
第
2項

各
号
に
規
定
す
る
数
の
合
計
数
が
1と

な
る

と
き
は
、
第
29
条
第
2項

又
は
第
44
条
第
2項

に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
は
1

人
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
配
置
さ
れ
る
保
育
士
の
数
が
1

人
と
な
る
と
き
は
、
当
該
保
育
士
に
加
え
て
、
保
育
士
と
同
等
の
知
識
及
び
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旧
 

経
験
を
有
す
る
と
市
長
が
認
め
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

 

第
7条

 
前
条
の
事
情
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
第
29
条
第
2項

又
は
第
44
条
第
2

項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
幼
稚
園
教
諭
若
し
く
は

小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
(教

育
職
員
免
許
法
(昭

和
24
年

法
律
第
14
7号

)第
4条

第
2項

に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
)を

有
す

る
者
を
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

(新
設
) 

 

第
8条

 
附
則
第
6条

の
事
情
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
1日

に
つ
き
8時

間
を
超
え

て
開
所
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
又
は
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業

所
(以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
等
」
と
い
う
。
)に

お
い
て
、
開
所
時
間
を
通
じ
て
必
要
と
な
る
保
育
士
の
総
数
が
当
該
小
規
模

保
育
事
業
所
Ａ
型
等
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
保
育
士
の
数
を
超
え
る
と
き
は
、
第
29
条
第
2項

又
は
第
44
条
第
2項

に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
保
育
士
と
同
等
の
知
識
及

び
経
験
を
有
す
る
と
市
長
が
認
め
る
者
を
、
開
所
時
間
を
通
じ
て
必
要
と
な

る
保
育
士
の
総
数
か
ら
利
用
定
員
の
総
数
に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
保
育
士
の
数
を
差
し
引
い
て
得
た
数
の
範
囲
で
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
 

 

(新
設
) 

 

第
9条

 
前
2条

の
規
定
を
適
用
す
る
と
き
は
、
保
育
士
(法

第
18
条
の
18
第
1項

の
登
録
を
受
け
た
者
を
い
い
、
第
29
条
第
3項

若
し
く
は
第
44
条
第
3項

又
は

前
2条

の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
)を

、
保
育
士
の

(新
設
) 
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数
(前

2条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
し
た
場
合
の
第
29
条
第
2項

又
は
第
44

条
第
2項

に
よ
り
算
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
)の

3分
の
2以

上
、
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

 

- 48 -



 提案内容補足説明書     

議案番号 第９号 こども部 こども政策課 

議 案 名 筑紫野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める 

     条例の制定について 

（ 説 明 ） 

令和６年６月１２日に公布された、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律

（令和6年法律第47号）により、新たな通園給付として「乳児等通園支援事業（こども

誰でも通園制度）」が創設され、令和８年４月１日から全国の自治体で実施されます。 

改正法による改正後の子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第４６条第３

項において、市は、特定乳児等通園支援事業の運営についての基準を、内閣府令で定

める基準に従いまたは参酌し条例で定めなければならないとされているため、新たに

条例を制定するものです。 
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（余白） 
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 提案内容補足説明書 

議案番号 第１０号 健康福祉部 生活福祉課 

議 案 名 筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例及び筑紫野市特別

会計条例の一部を改正する条例の制定について 

（ 説 明 ） 

  今回の条例の一部改正は、筑紫地区で共同設置している筑紫地区障害支援区分等審 

査会（以下、「審査会」という。）について、令和８、９年度の２年間、本市が審査会 

の庶務を処理する担当市となるため、関係する条例の一括改正を行うものです。 

 

■改正内容 

 【筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例】 

  「筑紫地区障害支援区分等審査会委員の報酬日額」として「会長及び合議体の長 

１２，５００円、委員１０，５００円」を加える。 

 【筑紫野市特別会計条例】 

  筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計を追加 

 

新旧対照表：別紙のとおり 

 

※  障害支援区分等審査会とは、障がい者等の状態に応じて必要とされる標準的な

支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」を判定するために置かれるもので

あり、筑紫地区においては審査会を共同設置しており、輪番制で事務局を担当す

ることにより事業実施するもの。 
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筑
紫
野
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
(第

1条
関
係
)

新
 

旧
 

(定
義
) 

(定
義
) 

第
2条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
特
別
職
の
職
員
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を

い
う
。
 

第
2条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
特
別
職
の
職
員
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を

い
う
。
 

(1
)～

(1
1)
 
(略

) 
(1
)～

(1
1)
 
(略

) 

(1
2)
 
筑
紫
地
区
障
害
支
援
区
分
等
審
査
会
委
員
 

 (非
常
勤
職
員
の
給
与
等
) 

第
3条

 
前
条
第
2号

か
ら
第
12
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員
(常

勤
者
を

除
く
。
)に

は
、
別
表
第
1の

区
分
に
よ
り
報
酬
を
支
給
す
る
。
 

2 
(略

) 

 

(新
設
) 

 (非
常
勤
職
員
の
給
与
等
) 

第
3条

 
前
条
第
2号

か
ら
第
11
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員
(常

勤
者
を

除
く
。
)に

は
、
別
表
第
1の

区
分
に
よ
り
報
酬
を
支
給
す
る
。
 

2 
(略

) 

 

別
表
第
1(
第
3条

関
係
) 

別
表
第
1(
第
3条

関
係
) 

区
分
 

報
酬
日
額
 

報
酬
年
額
 

(略
) 

選
挙
立
会
人
 

10
,1
00
 

 

筑
紫
地
区
障
害

支
援
区
分
等
審

査
会
委
員
 

会
長
及
び
合
議

体
の
長
 

12
,5
00
 

 

委
員
 

 
 
 
10
,5
00
 
 

区
分
 

報
酬
日
額
 

報
酬
年
額
 

(略
) 

選
挙
立
会
人
 

10
,1
00
 

 

(新
設
) 

臨
時

又
は

非
常

勤
の

顧
問

、
参

与
、
調
査
員
、
嘱
託
員
及
び
こ
れ

ら
の
も
の
に
準
ず
る
者
 

他
の
条
例
、
規
則
又
は
予
算
で
定
め

ら
れ
た
範
囲
内
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新
 

旧
 

臨
時

又
は

非
常

勤
の

顧
問

、
参

与
、
調
査
員
、
嘱
託
員
及
び
こ
れ

ら
の
も
の
に
準
ず
る
者
 

他
の
条
例
、
規
則
又
は
予
算
で
定
め

ら
れ
た
範
囲
内
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筑
紫
野
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
(第

2条
関
係
)

新
 

旧
 

(定
義
) 

(定
義
) 

第
2条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
特
別
職
の
職
員
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を

い
う
。
 

第
2条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
特
別
職
の
職
員
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を

い
う
。
 

(1
)～

(1
1)
 
(略

) 
(1
)～

(1
1)
 
(略

) 

(削
る
) 

 (非
常
勤
職
員
の
給
与
等
) 

第
3条

 
前
条
第
2号

か
ら
第
11
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員
(常

勤
者
を

除
く
。
)に

は
、
別
表
第
1の

区
分
に
よ
り
報
酬
を
支
給
す
る
。
 

2 
(略

) 

 

(1
2)
 
筑
紫
地
区
障
害
支
援
区
分
等
審
査
会
委
員
 

 (非
常
勤
職
員
の
給
与
等
) 

第
3条

 
前
条
第
2号

か
ら
第
12
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員
(常

勤
者
を

除
く
。
)に

は
、
別
表
第
1の

区
分
に
よ
り
報
酬
を
支
給
す
る
。
 

2 
(略

) 

 

別
表
第
1(
第
3条

関
係
) 

別
表
第
1(
第
3条

関
係
) 

区
分
 

報
酬
日
額
 

報
酬
年
額
 

(略
) 

選
挙
立
会
人
 

10
,1
00
 

 

(削
る
) 

臨
時

又
は

非
常

勤
の

顧
問

、
参

与
、
調
査
員
、
嘱
託
員
及
び
こ
れ

ら
の
も
の
に
準
ず
る
者
 

他
の
条
例
、
規
則
又
は
予
算
で
定
め

ら
れ
た
範
囲
内
 

 

区
分
 

報
酬
日
額
 

報
酬
年
額
 

(略
) 

選
挙
立
会
人
 

10
,1
00
 

 

筑
紫
地
区
障
害

支
援
区
分
等
審

査
会
委
員
 

会
長
及
び
合
議

体
の
長
 

12
,5
00
 

 

委
員
 

 
 
 
10
,5
00
 
 

- 54 -



新
 

旧
 

臨
時

又
は

非
常

勤
の

顧
問

、
参

与
、
調
査
員
、
嘱
託
員
及
び
こ
れ

ら
の
も
の
に
準
ず
る
者
 

他
の
条
例
、
規
則
又
は
予
算
で
定
め

ら
れ
た
範
囲
内
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筑
紫
野
市
特
別
会
計
条
例
新
旧
対
照
表
(第

3条
関
係
)

新
 

旧
 

(設
置
) 

(設
置
) 

第
2条

 
地
方
自
治
法
(昭

和
22
年
法
律
第
67
号
)第

20
9条

第
2項

の
規
定
に
よ

り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
を
当
該
各
号
に
定
め
る
事
業
又
は
事
務
の

円
滑
な
運
営
と
そ
の
経
理
の
適
正
を
図
る
た
め
設
置
す
る
。
 

第
2条

 
地
方
自
治
法
(昭

和
22
年
法
律
第
67
号
)第

20
9条

第
2項

の
規
定
に
よ

り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
を
当
該
各
号
に
定
め
る
事
業
又
は
事
務
の

円
滑
な
運
営
と
そ
の
経
理
の
適
正
を
図
る
た
め
設
置
す
る
。
 

(1
)～

(3
) 

(略
) 

(1
)～

(3
) 

(略
) 

(4
) 

筑
紫
地
区
障
害
支
援
区
分
等
審
査
会
事
業
特
別
会
計
 
筑
紫
地
区
障

害
支
援
区
分
等
審
査
会
事
業
 

(新
設
) 

2～
5 

(略
) 

 

2～
5 

(略
) 
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筑
紫
野
市
特
別
会
計
条
例
新
旧
対
照
表
(第

4条
関
係
)

新
 

旧
 

(設
置
) 

(設
置
) 

第
2条

 
地
方
自
治
法
(昭

和
22
年
法
律
第
67
号
)第

20
9条

第
2項

の
規
定
に
よ

り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
を
当
該
各
号
に
定
め
る
事
業
又
は
事
務
の

円
滑
な
運
営
と
そ
の
経
理
の
適
正
を
図
る
た
め
設
置
す
る
。
 

第
2条

 
地
方
自
治
法
(昭

和
22
年
法
律
第
67
号
)第

20
9条

第
2項

の
規
定
に
よ

り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
を
当
該
各
号
に
定
め
る
事
業
又
は
事
務
の

円
滑
な
運
営
と
そ
の
経
理
の
適
正
を
図
る
た
め
設
置
す
る
。
 

(1
)～

(3
) 

(略
) 

(1
)～

(3
) 

(略
) 

(削
る
) 

(4
) 

筑
紫
地
区
障
害
支
援
区
分
等
審
査
会
事
業
特
別
会
計
 
筑
紫
地
区
障

害
支
援
区
分
等
審
査
会
事
業
 

2～
5 

(略
) 

 

2～
5 

(略
) 
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（余白） 
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       提案内容補足説明書   （ＮＯ１） 

議案番号 第１１号 健康福祉部 高齢者支援課 

議 案 名 筑紫野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

（ 説 明 ）  

 今回、介護保険法施行令の一部改正により令和８年度の介護保険料の算定に関する基

準の特例が設けられたことに伴い、当該特例へ対応するため条例改正を行うものです。 

 介護保険法施行令の一部改正により令和７年度住民税非課税の者について、令和７年

度税制見直しにより地方税の給与所得控除の最低保証額引き上げを受けて、令和８年度

も引き続き住民税非課税となるよう、就労調整を行った場合については、介護保険法第

１４２条に基づき令和８年度保険料を減免できるとされています。 

 現在、保険料の減免は筑紫野市介護保険条例第１１条第２項に基づき申請書による申

請が必要となっておりますが、本人の個別申請によらずシステム上の対応を可能とする

と示されていることを踏まえ、条例を改正するものです。 

 

 新旧対照表：別紙のとおり 
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筑
紫
野
市
介
護
保
険
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

附
 
則
 

附
 
則
 

(令
和
8年

度
に
お
け
る
保
険
料
の
減
免
の
特
例
) 

(新
設
) 

第
9条

 
令
和
8年

度
の
保
険
料
に
限
り
、
第
11
条
第
2項

の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
ら
ず
減
免
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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 提案内容補足説明書 

議案番号 第１２号 教育部 学校教育課 

議 案 名 筑紫野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

     を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

（ 説 明 ）  

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和7年法律第29号）により児童福祉法（昭和

22年法律第164号）が改正されたことに伴い、筑紫野市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。 

 

［改正内容］ 

改正後の児童福祉法では、特定の都道府県及び指定都市においてのみ保育士と同様

に業務を行うことができる資格として「地域限定保育士」制度が創設されたため、放

課後児童支援員に必要な要件を規定した第１０条第３項第１号の「保育士」について、

「地域限定保育士」に関する語句を追加するものです。 

 

新旧対照表：別紙のとおり 

 
- 61 -



筑
紫
野
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(職
員
) 

(職
員
) 

第
10
条
 
(略

) 
第
10
条
 
(略

) 

2 
(略

) 
2 

(略
) 

3 
放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ

て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
(昭

和
22
年
法
律
第
67
号
)第

25
2条

の
19
第
1項

の
指
定
都
市
の
長
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

3 
放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ

て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
(昭

和
22
年
法
律
第
67
号
)第

25
2条

の
19
第
1項

の
指
定
都
市
の
長
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

(1
) 

保
育
士
(福

岡
県
の
区
域
に
係
る
法
第
18
条
の
29
に
規
定
す
る
地
域
限

定
保
育
士
を
含
む
。
)の

資
格
を
有
す
る
者
 

(1
) 

保
育
士
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 の

資
格
を
有
す
る
者
 

(2
)～

(1
0)
 
(略

) 
(2
)～

(1
0)
 
(略

) 

4・
5 

(略
) 

 

4・
5 

(略
) 
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 提案内容補足説明書         

議案番号 第１３号 教育部 文化財課 

議 案 名 前畑遺跡保存活用計画策定委員会設置条例の制定について 

（ 説 明 ）  

前畑遺跡につきましては、令和７年３月１０日に国史跡指定の告示を受けておりま

す。 

国史跡の指定を受けたことで、今後、この史跡を広く国民に周知し、一般への公開

や保存、活用を図っていく環境整備を行う必要があります。また、その取り組みは、

隣接する公園事業とも調和を図りながら進捗を合わせる必要があります。 

今回の条例制定は、前畑遺跡の遺構等を適正に保存、管理及び活用するため、前畑

遺跡保存活用計画策定委員会を設置し、前畑遺跡の保存活用計画の策定を行うもので

す。 

条例の施行日については、令和８年４月１日を予定しております。 
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（余白） 
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       提案内容補足説明書   （ＮＯ１） 

議案番号 第１４号 環境経済部 農政課 

議 案 名 筑紫野市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定に 

     ついて 

（ 説 明 ）  

火災予防条例（例）の一部改正について（通知）（令和 7年 8月 29 日付け消防予第 383

号・消防特第 159 号）により、火災予防条例（例）（昭和 36 年 11 月 22 日付け自消甲予

発第 73 号）が改正されたことに伴い、筑紫野市火入れに関する条例の一部を改正する

ものです。 

 

【改正内容】 

令和７年２月２６日に発生した大船渡市林野火災を受けて、消防庁では大船渡市林野

火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会を開催し、報告書がとりまとめら

れました。この報告書において、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によっ

て、林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことを踏まえ、火災予防

条例（例）が改正されました。 

この改正によって、林野火災注意報及び林野火災警報が創設されたこと等により、筑

紫野市火入れに関する条例の語句を一部改正するものです。 

 

新旧対照表：別紙のとおり 

 

※  火入れとは、森林又は森林の周囲１km の範囲内にある土地などで、立木竹や

雑草を面的に焼却する行為のこと。ただし、刈り取った草等を一箇所に集めて焼

却する行為は該当しない。 

   また、火入れ許可の対象としては造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆

除、焼畑、採草地改良となる。 
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筑
紫
野
市
火
入
れ
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

(火
入
れ
の
中
止
) 

(火
入
れ
の
中
止
) 

第
14
条
 
火
入
者
及
び
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
の
許
可
の
期
間
中
で
あ
っ
て

も
、
強
風
注
意
報
若
し
く
は
乾
燥
注
意
報
が
発
表
さ
れ
、
又
は
林
野
火
災
に

関
す
る
注
意
報
若
し
く
は
火
災
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合
に
は
、
火
入
れ
を

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
14
条
 
火
入
者
及
び
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
の
許
可
の
期
間
中
で
あ
っ
て

も
、
強
風
注
意
報
又
は
火
災
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合
に
は
、
火
入
れ
を
行

っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

2 
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
中
に
風
勢
等
に
よ
っ
て
他
に
延
焼
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
強
風
注
意
報
若
し
く
は
乾
燥
注
意
報
が
発

表
さ
れ
、
若
し
く
は
林
野
火
災
に
関
す
る
注
意
報
若
し
く
は
火
災
警
報
が
発

令
さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
消
火
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

2 
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
中
に
風
勢
等
に
よ
っ
て
他
に
延
焼
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
強
風
注
意
報
若
し
く
は
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
火
災
警
報
が

発
令
さ
れ
た
と
き
に
は
、
速
や
か
に
消
火
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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提案内容補足説明書 
議案番号 第１５号 総務部 財政課 

議 案 名 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について 

（ 説 明 ） 

 本市の辺地に係る公共的施設の総合整備計画は、第１次辺地総合整備計画（昭和５０

年度～昭和５４年度）から第１２次辺地総合整備計画（令和２年度～令和３年度）まで

策定していますが、令和８年度に辺地での事業を計画していることから、新たに第１３

次辺地総合整備計画（令和８年度）を策定するものです。 

 本計画に基づき公共的施設の整備を行う場合、その必要とする経費について、辺地に

係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第

88号）の適用を受けることができ、財政負担の軽減を図ることができます。 

なお、辺地とは、交通条件及び自然的・経済的・文化的諸条件に恵まれない山間地な

どで、政令で定める要件に該当するものが対象とされており、本市では、次の３地域が

該当します。 
 
 
  

①平等寺辺地（人口２３３人、面積５．０ｋ㎡） 

②本道寺・柚須原・香園辺地（人口１７２人、面積９．９ｋ㎡） 

③上西山辺地（人口６０人、面積４．２ｋ㎡） 
 
 

今回、本道寺・柚須原・香園辺地において、竜岩自然の家の空調設備新設を計画して

いることから、第１３次辺地総合整備計画を策定するものです。現況、竜岩自然の家の

宿泊棟には空調設備がないため、夏季の熱中症対策や冬季の利用者が少ない等の課題が

あります。空調設備を新設することにより、安全性・快適性を高め、来訪者の増加を図

り、より一層の地域の活性化に寄与するものです。 
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（余白） 

- 68 -



 提案内容補足説明書     

議案番号 第１６号 市民生活部 市民課 

議 案 名 字の区域及び名称の変更について 

（ 説 明 ） 

筑紫野市大字萩原・大字筑紫（城山地区）で行われている住宅地開発に係り、区域

内の町名を大字萩原及び大字筑紫からむさしヶ丘五丁目に変更したいとの要望書が、

むさしヶ丘区長、萩原区長、城山区長同意のもと、地権者から提出されました。 

このことを受け、地方自治法第２６０条第１項の規定に基づき、「大字萩原」及び「大

字筑紫」の一部区域を「むさしヶ丘五丁目」に字の区域及び名称を変更するものです。 

変更内容については、次のとおりです。 

・区域 議案に添付 

・土地の筆数 大字萩原 ３８筆  

       大字筑紫 ２８筆 

      （令和８年１月５日現在の登記簿による。） 
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   提案内容補足説明書 
議案番号 第１７号 環境経済部 上下水道料金総務課 

議 案 名 水道の給水協定に関する協議について 

（ 説 明 ） 

筑慈苑施設組合等の要望により、筑慈苑及び山家スポーツ公園の利用者が、隣接する

筑前町の水道を利用できるようにすることで、水道施設整備費用の軽減や、安定した水

の供給を確保することによる公共の福祉の増進を目的とし、筑前町と本市との給水協定

を締結するものです。 

また、この協定の締結にあたり、地方自治法第２４４条の３第３項の規定により、議

会の議決を求めるものです。 

 

【地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 抜粋】 

（公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用） 

第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地

方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 

２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公

共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 

３ 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならな

い。 
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（余白） 

- 72 -



   提案内容補足説明書 

議案番号 第１８号 環境経済部 上下水道料金総務課 

議 案 名 下水道の排水協定の変更に関する協議について 

（ 説 明 ） 

下水道事業の円滑な運営のため、本市と筑前町との間で下水道の排水に係る協定を締

結していますが、筑慈苑施設組合等の要望により、筑慈苑及び山家スポーツ公園の利用

者が、隣接する筑前町の下水道を利用できるようにすることで、下水道施設整備費用の

軽減や、衛生的な下水道設備の確保による公共の福祉の増進を目的とし、平成２５年４

月１日付で締結した本市と筑前町との排水協定を変更するものです。 

また、この協定の変更にあたり、地方自治法第２４４条の３第３項の規定により、議

会の議決を求めるものです。 

 

【地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 抜粋】 

（公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用） 

第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地

方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 

２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公

共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 

３ 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならな

い。 

 

新旧対照表：別紙のとおり 
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       提案内容補足説明書   （ＮＯ１） 

議案番号 第１９号 総務部 財政課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市一般会計補正予算（第１０号）について 

（ 説 明 ） 

１．令和７年度筑紫野市一般会計補正予算（第１０号） 

 （１）歳入歳出予算の補正                 （単位：千円） 

歳入歳出予算補正前の額 歳入歳出予算補正額 歳入歳出予算補正後の額 

45,810,034 821,830 46,631,864 

  

 歳出予算補正の主な内容  

２・１・８ 15 基金積立事業（財政課）・・・ｐ18 

      減債基金（将来の起債償還に充てるため）       74,665千円 

公共施設等整備基金（将来的な公共施設等の整備に備えるため） 

729,577千円 

創生振興基金（令和７年度ふるさと応援寄附金積立のため） 

                                609,553千円 

 

３・３・２ ２ 保護費等追加給付金支給事業（保護課）・・・ｐ25 

       保護費等追加給付金、郵便料、手数料等皆増（生活扶助基準改定に関す

る最高裁判決を踏まえ、当時の生活保護受給者等に必要な扶助費の追加

支給を行うもの）                   84,430千円 

 

９・２・２ 12 小学校エレベーター整備・更新事業（教育政策課）・・・ｐ32 

       設計業務委託料減、補助工事費増（国補正予算（第１号）を活用し、小

学校のエレベーターを新設、更新するもの）      124,880千円 
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    提案内容補足説明書 継紙  （ＮＯ２） 
 ９・２・２ 19 吉木小学校教室棟大規模改修事業（教育政策課）・・・ｐ32    

       設計業務委託料増、補助工事費皆増（国補正予算（第１号）を活用し、

老朽化する吉木小学校教室棟の大規模改修を行うもの）   343,992千円 

 

９・３・２ 16 筑紫野中学校管理教室棟中規模改修事業（教育政策課）・・・ｐ33   

       設計業務委託料減、補助工事費皆増（国補正予算（第１号）を活用し、

老朽化する筑紫野中学校管理教室棟の中規模改修を行うもの） 

   390,217千円 

 

９・３・２ 17 筑山中学校特別教室棟中規模改修事業（教育政策課）・・・ｐ33   

       設計業務委託料増、補助工事費皆増（国補正予算（第１号）を活用し、

老朽化する筑山中学校特別教室棟の中規模改修を行うもの） 

    208,590千円 

 

 歳入予算補正の主な内容  

７・１・１ 地方消費税交付金（財政課）・・・ｐ10 

      地方消費税交付金（収入見込みの増によるもの）     289,500千円 

 

16・１・１ 民生費国庫負担金（保護課）・・・ｐ11 

       保護費等追加給付費負担金(10/10、7.5/10)（保護費等追加給付金支給事

業の増に伴うもの）                 65,335千円 

 

16・２・５ 教育費国庫補助金（教育政策課）・・・ｐ12 

       公立学校環境改善交付金(1/2、1/3）（小学校エレベーター整備・更新事

業等の増に伴うもの）                307,723千円 

 

23・１・４ 教育債（財政課）・・・ｐ15 

       文教施設整備事業債（小学校エレベーター整備・更新事業等の増に伴う

もの）                       570,100千円 
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  提案内容補足説明書    

議案番号 第２０号 市民生活部 国保年金課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算 

     （第４号）について 

（ 説 明 ） 

１．令和７年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 （１）歳入歳出予算の補正                  （単位：千円） 

歳入歳出予算補正前の額 歳入歳出予算補正額 歳入歳出予算補正後の額 

9,833,660 △19,339 9,814,321 

  歳出予算補正の内容  

７・１・５ １ 保険給付費等交付金償還金（国保年金課）・・・ｐ8 

      県支出金返還金（返還金額の確定によるもの）     1,394千円 

８・１・１ １ 予備費（国保年金課）・・・ｐ8 

      予備費（歳入歳出差による予備費減）        △20,733千円 

 歳入予算補正の内容  

 ３・１・１ 保険給付費等交付金（国保年金課）・・・ｐ7 

保険者努力支援分（交付金額確定によるもの）     7,500千円 

県繰入金分（交付金額確定によるもの）        15,410千円 

特定健診等負担金（交付金額確定によるもの）      826千円 

５・１・１ 一般会計繰入金（国保年金課）・・・ｐ7 

      保険基盤安定繰入金（繰入額の確定によるもの）     582 千円 

      財政安定化支援事業繰入金(繰入額の確定によるもの）△68,414 千円 

未就学児均等割軽減分繰入金（繰入額の確定によるもの） △97 千円 

産前産後保険税軽減分繰入金（繰入額の確定によるもの）△238 千円 

一般会計繰入金（歳出超過の補填を見込むもの）    25,092千円 
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（余白） 
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 提案内容補足説明書   

議案番号 第２１号 健康福祉部 高齢者支援課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

     について 

（ 説 明 ） 

１．令和７年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 （１）歳入歳出予算の補正                  （単位：千円） 

歳入歳出予算補正前の額 歳入歳出予算補正額 歳入歳出予算補正後の額 

8,111,876 △92,676 8,019,200 

  歳出予算補正の主な内容  

２・１・１ １ 居宅介護サービス給付費（高齢者支援課）・・・ｐ16 

給付費（利用件数の増によるもの）           55,026千円 

２・１・２ １ 地域密着型介護サービス給付費（高齢者支援課）・・・ｐ16 

給付費（利用件数の減によるもの）          △67,780千円 

２・１・３ １ 施設介護サービス給付費（高齢者支援課）・・・ｐ16 

給付費（利用件数の減によるもの）         △118,240千円 

 歳入予算補正の主な内容  

４・１・１ 介護給付費負担金（高齢者支援課）・・・ｐ14 

現年度分（施設介護サービス給付費等の減によるもの）△23,030千円 

 

５・１・１ 介護給付費交付金（高齢者支援課）・・・ｐ14 

現年度分（施設介護サービス給付費等の減によるもの）△31,090千円 

 

６・１・１ 介護給付費負担金（高齢者支援課）・・・ｐ14 

現年度分（施設介護サービス給付費等の減によるもの）△14,394千円 

- 79 -



（余白） 

- 80 -



  提案内容補足説明書 
議案番号 第２２号 総務部 管財課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市二日市財産区特別会計補正予算（第１号） 

     について 

（ 説 明 ）  

１．令和７年度筑紫野市二日市財産区特別会計補正予算（第１号） 

（１）歳入歳出予算の補正                 （単位：千円） 

歳入歳出予算補正前の額 歳入歳出予算補正額 歳入歳出予算補正後の額 

2,921 435 3,356 

 

  歳出予算補正の内容  

１・１・１ １ 一般管理費（管財課）・・・ｐ25 

       特別旅費（行政視察延期によるもの）          △560千円 

２・１・１ １ 積立金（管財課）   ・・・ｐ25 

       二日市財産区積立金（事業費確定によるもの）       995千円 

 

  歳入予算補正の内容  

 ３・１・１ 繰越金（管財課）   ・・・ｐ24 

       前年度繰越金（前年度繰越金確定によるもの）       435千円 

 
- 81 -



（余白） 
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  提案内容補足説明書 
議案番号 第２３号 総務部 管財課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市御笠財産区特別会計補正予算（第１号）に 

     ついて 

（ 説 明 ）  

１．令和７年度筑紫野市御笠財産区特別会計補正予算（第１号） 

（１）歳入歳出予算の補正                 （単位：千円） 

歳入歳出予算補正前の額 歳入歳出予算補正額 歳入歳出予算補正後の額 

2,585 3,868 6,453 

 

  歳出予算補正の内容  

１・１・２ １ 財産管理費（管財課）・・・ｐ32 

      育林事業等委託料（育林事業縮小によるもの）     △627千円 

      御笠財産区積立金（前年度繰越金確定によるもの）   4,495千円 

  歳入予算補正の内容  

 １・２・２ 利子及び配当金（管財課）・・・ｐ31 

       配当金（配当金額確定によるもの）           508千円 

 ２・１・１ 造林補助金（管財課）・・・ｐ31 

       造林補助金（育林事業縮小によるもの）        △458千円 

  ３・１・１ 繰越金（管財課） ・・・ｐ31 

        前年度繰越金（前年度繰越金確定によるもの）     4,901千円 

 ５・１・１ 繰入金（管財課） ・・・ｐ31 

        基金繰入金（前年度繰越金確定によるもの）      △1,083千円 
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  提案内容補足説明書 
議案番号 第２４号 総務部 管財課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計補正予算（第１号） 

     について 

（ 説 明 ）  

１．令和７年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計補正予算（第１号） 

（１）歳入歳出予算の補正                 （単位：千円） 

歳入歳出予算補正前の額 歳入歳出予算補正額 歳入歳出予算補正後の額 

44,296 10,486 54,782 

 

  歳出予算補正の内容  

１・１・２ １ 財産管理費（管財課）・・・ｐ39 

            保険料（森林保険加入見送りによるもの）       △381千円 

       育林事業等委託料（育林事業等委託料減によるもの）  △897千円 

 ２・１・１ １ 積立金（管財課）・・・ｐ39 

       平等寺山財産区積立金（前年度繰越金確定によるもの）11,764千円 

  歳入予算補正の主な内容  

 １・１・１ 生産物売払収入（管財課）・・・ｐ38 

       立木売払収入（主伐売払収入増によるもの）      3,519千円 

２・１・１ 造林補助金（管財課）・・・ｐ38 

      造林補助金（補助金増によるもの）           589千円 

３・１・１ 繰入金（管財課） ・・・ｐ38 

       基金繰入金（繰入金減によるもの）          △2,991千円 

 ４・１・１ 繰越金（管財課）・・・ｐ38 

       前年度繰越金（前年度繰越金確定によるもの）     9,001千円 
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（余白） 
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          提案内容補足説明書     （ＮＯ１） 
議案番号 第２５号 環境経済部 上下水道料金総務課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第４号）について 

（ 説 明 ） 

補正の概要  

（１） 収益的収入及び支出 

【収益的収入】 補正なし 

【収益的支出】 補正なし 

 

（２）資本的収入及び支出 

【資本的収入】   

                        （単位：千円） 

既決予定額 補正予定額 計 

263,207 △19,403 243,804 

■ 補正の内容 

第１款 資本的収入  第１項 企業債            △18,200 千円 

第１目 企業債           △18,200 千円 

              （起債借入額抑制による減） 

 

第３項 負担金             △1,203 千円 

第１目 負担金            △1,203 千円 

              （工事負担金の減） 

【資本的支出】 補正なし 

    

（３）債務負担行為 
【補正前】 

事 項 期 間 限 度 額 
水道情報システム 
クラウドサービス 令和７年１２月～令和１２年１１月 ３３，８６１千円 

【補正後】 
事 項 期 間 限 度 額 

水道情報システム 
クラウドサービス 令和７年１２月～令和９年３月 ９，０３０千円 
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提案内容補足説明書 継紙   （ＮＯ２） 
 
■水道情報システムクラウドサービス利用契約 
  水道料金及び下水道使用料の調定や料金・使用料の請求等の事務を行うにあたり、

本市基幹系システムと連携したクラウドサービスの利用契約が必要となります。今回

の補正は、その基幹系のシステムサービス使用契約の期間にあわせ、当初５年間の期

間から単年度毎の契約期間とし、その限度額についても見直すものです。 
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          提案内容補足説明書     （ＮＯ１） 
議案番号 第２６号 環境経済部 上下水道料金総務課 

議 案 名 令和７年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第３号）について 

（ 説 明 ） 

補正の概要  

（１）収益的収入及び支出 

【収益的収入】  

                               （単位：千円） 

既決予定額 補正予定額 計 

2,350,690 46,922 2,397,612 

■ 補正の内容 

第１款 下水道事業収益  第１項 営業収益         22,000 千円 

第１目 下水道使用料         22,000 千円 

（令和７年度１月検針までの実績を反映） 

第３項 特別利益                  24,922 千円 

第２目 過年度損益修正益       24,922 千円 

（流域下水道維持管理負担金還付金の増） 

                ※ 宝満川・宝満川上流流域分 

                  令和６年度決算確定による 

 

【収益的支出】  

                               （単位：千円） 

既決予定額 補正予定額 計 

2,130,168 30,774 2,160,942 

■ 補正の内容 

第１款 下水道事業費用  第１項 営業費用          24,800 千円 

第３目 流域下水道維持管理負担金  24,800 千円 

                （汚水量増加に伴う負担金の増） 

第２項 営業外費用         21,000 千円 

        第３目 消費税            21,000 千円 

                （消費税及び地方消費税納付額の増） 
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提案内容補足説明書 継紙   （ＮＯ２） 

 
第３項 特別損失         △15,026 千円 

          第２目 過年度損益修正損    △15,026 千円 

                 （流域下水道維持管理負担金赤字負担金の減） 
                 ※ 御笠川那珂川流域分 
                   令和６年度決算確定による 
 
（２）資本的収入及び支出 

【資本的収入】  

                               （単位：千円） 

既決予定額 補正予定額 計 

716,608 △265,230 451,378 

■ 補正の内容 

第１款 資本的収入     第１項 企業債          △193,600 千円 

第１目 企業債          △193,600 千円 

（起債充当工事・委託の減） 

第２項 補助金          △71,630 千円 

第１目 国庫補助金         △71,630 千円 

                 （国庫補助金の減） 

 

【資本的支出】  

                               （単位：千円） 

既決予定額 補正予定額 計 

1,124,810 △287,154 837,656 

■ 補正の内容 

第１款 資本的支出     第１項 建設改良費        △287,154 千円 

第１目 公共下水道整備費     △171,300 千円 

（工事・委託の減） 

第２目 流域下水道建設負担金  △115,854 千円 

                 （流域下水道建設負担金の減） 

       ※ 福岡県が行う流域下水道事業の減による 
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